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市内中学生傷害事件に係る対応について※

教員の処分について
　市内中学生傷害事件については、平成２９年７月１０
日に和解が成立した。教育委員会としては、本件のよ
うな重大事件は二度と起こさないという固い決意の下
に、検証を行うことが重要であると考えた。そこで、
第三者を含めた検証のための会議を重ね、「市内中学
生傷害事件に係る検証報告書」をまとめ、平成３０年
第１回定例会にて、報告した。
　今般、本件に係る対応として、教員の処分につい
て、次のとおり報告する。
　県費負担教職員の懲戒処分は、対象となった教員の
行為が、懲戒処分相当の非違行為に該当するか否か
を、服務監督権者である市教育委員会が判断し、懲戒
処分に相当すると思料する場合には、県教育委員会に
その旨を内申する。その後、任命権者である県教育委
員会が懲戒処分相当と判断した場合には、懲戒処分と
なる。
　本件については、第一審判決の中で教員の対応につ
いて指摘された事項を踏まえ、教員の行為が、懲戒処
分相当の非違行為に該当するかどうかの検討をしてき
た。その後、平成２９年１１月２０日の教育委員会第
１１回定例会での意見を踏まえ、教育長が懲戒処分の
内申はしないと判断し、県教育委員会に内申しなかっ
た。
　その理由としては、教員は、本件が発生する前から
問題が発生した際に、その都度対応しており、注意を
著しく怠っていたとまではいえないこと、不適切な指
導および言動をしてはいないことなどによる。

教員および加害者らに対する求償について
　本件に係る対応として、教員および加害者らに対す
る求償について、次のとおり報告する。
１　教員に対する求償について
　本市が支払った解決金については、国家賠償法によ
って、教員に故意または重大な過失があったときは、
その教員に対して、求償権を有することとなる。
　重大な過失とは、判例によると、「わずかの注意さ
えすれば、たやすく違法有害な結果を予見することが
できた場合であるのに、漫然これを見過ごしたよう
な、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態を指
す」ものとされている。
　本件においては、和解の基礎となった第一審判決に
おいて認定された事実を検証した結果、教員には、故
意または重大な過失があったとまでは認められず、求
償権を有しないという判断を、平成３０年２月２７日
にした。
２　加害者らに対する求償について
　本件は、加害者の暴行と市の安全配慮義務違反によ
り被害が発生したことから、共同不法行為と判断され
た。
　共同不法行為者のうち１人が損害の全額を賠償した
場合については、その全額を負担した者は、自己の寄
与度を超える額について他の共同不法行為者に求償す
ることができるとされている。
　このため、加害者らに対して求償権を行使していく
ことを、平成３０年２月２７日に判断した。

　市政に関することで、意見や要望があるときは、
どなたでも市議会に請願や陳情等を提出することが
できます。なお、請願書を提出する場合には、市議
会議員の紹介を必要とします。
　請願書の作成、提出については、議会事務局まで
お問い合わせいただくか、または川越市議会ホーム
ページをご覧ください。

議会事務局　電話：049-224-6067
川越市議会公式ホームページ　
　http://www.city.kawagoe.saitama.jp/shigikai/index.html

市政報告の内容および市政報告に対する質疑については、今定例会の会議録（８月下旬頃から、川越市議会ホーム
ページまたは図書館等で）よりご覧いただけます。なお、タイトルに※印のある市政報告は、インターネット録画
放送（川越市議会ホームページから）よりご覧いただけます。

【川越市議会ホームページ】から【請願、陳情等】
の順にクリックしてください。

請願・陳情等について

市政報告 　今定例会では、議案以外に市政の重要事項として、５件の報告がありました。
報告内容は、１１～１３ページをご覧ください。


